
 

 

事 務 連 絡 

令和２年 11 月 17 日 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

早期探知しにくいクラスターの防止に向けた 

情報発信等の取組の一層の推進について（要請） 

 

新型コロナウイルス感染症対策については、日頃よりご尽力及びご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染状況については、全国的に見ると、新規陽性者数が 10月

以降増加傾向となり、11月以降その傾向が強まっています。こうしたなか、今般、11

月９日に開催された内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策分科会において、「緊

急提言：最近の感染状況を踏まえたより一層の対策強化について」がとりまとめられ

たところです。 

この提言においては、早期探知しにくいクラスターとして、一部の外国人コミュニ

ティや大学生の課外活動など若年層におけるクラスターを例示した上で、それぞれの

クラスターの特徴に応じた効果的かつ効率的な対策を行うこととされており、外国人

コミュニティや大学等の高等教育機関について、関係機関等と連携して情報発信の強

化等に取り組むことが提言されています。 

 

＜参考＞「緊急提言：最近の感染状況を踏まえたより一層の対策強化について」（抜粋） 

●外国人コミュニティ：外国人コミュニティを支援し、多言語・やさしい日本語での情報の発

信及び伝達、相談体制を多元的なチャンネルで進めていくこと。そのために、各国大使館等

との連携や自治体による周知に加え、コミュニティとのネットワークや経験を有する国際交

流協会や NPO、NGO等と連携すること。 

●高等教育機関（大学、専門学校等）：大学等では、授業そのものよりは、むしろ飲み会や寮生

活、課外活動等でクラスターが発生している。感染防止と学修機会の確保の両立を図ること

が極めて重要である。そのために、自治体は、域内の大学等の学生の相談を受けている健康

管理センターなどと協力して、感染防止に関する啓発やクラスター感染が起きた場合の迅速

な情報の共有を進めること。さらに、必要な場合に速やかに受診・検査につながる取り組み

を進めていくこと。 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/seifu_teigen_14.pdf


 

 

 つきましては、各都道府県・保健所設置市・特別区においては、外国人コミュニテ

ィや大学生等の課外活動等における感染拡大防止を強化する観点から、下記の通り、

一層の取組を推進していただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１．外国人コミュニティに対する取組について 

  地域に居住する外国人の方々については、言葉の違いにより情報伝達が不十

分であったり、受診行動の違いなどもあることから、適切な感染予防策や医療

機関へのアクセス等の基本的な情報が行き渡るようにする必要があります。こ

のため、各自治体において、管内に在住する外国人の状況を踏まえ、また、結核

等の他の感染症対策の経験を活かしつつ、外国人を支援する NPO等と連携し、 

・ ３密の回避や手洗い、マスクの着用、換気の徹底等の基本的な感染予防対策な

ど新型コロナウイルス感染症の予防に資する情報について、多言語・やさしい日

本語により情報発信・周知徹底を行うこと。 

・ 外国人が発熱時等の受診や検査に関する情報（発熱・咳など体調が悪くなった

ら、まずは近くの医療機関に電話で相談すること等）を適切に入手し、相談でき

る環境を整備すること。 

・ 外国人のクラスター感染が発生した場合には、当該外国人が属するコミュニテ

ィへの母国語による情報提供を行うなど、感染拡大防止に取り組むこと。 

 等の取組を推進していただくよう、お願いいたします。 

 

なお、厚生労働省においても、各国の駐日大使館等を通じた周知を推進する

とともに、厚生労働省ホームページ等において、多言語による情報提供ツール

の提供を行っておりますが、引き続き充実を図っていくこととしています。 

 

＜参考＞ 厚生労働省 HPにおける多言語の情報掲載場所 

・COVID-19 多言語情報（Multilingual information） 

   
・MHLW COVID-19 Info（MHLW新型コロナ 多言語版 LINEアカウント） 

  

・Novel Coronavirus (COVID-19) 

・がいこくじんのみなさんへ しごとやせいかつのしえんについて 

https://www.covid19-info.jp/
https://line.me/R/ti/p/%40723labyu
https://line.me/R/ti/p/%40723labyu
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00079.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html


 

 

２．大学生等に対する取組について 

大学等については、授業そのものよりは、飲み会、寮生活、課外活動等でクラス

ターが多く発生しており、学生等に対して感染予防についてわかりやすく情報提供

するなど一層の啓発や、クラスター発生時の大学等との迅速な情報共有が求められ

ます。このため、管内の大学等の健康管理センターなどと連携し、 

・ 学生等に対する「感染リスクが高まる「５つの場面」」（10 月 23 日新型コロナ

ウイルス感染症対策分科会提言）の周知徹底、３密の回避や手洗い、マスクの着

用、換気の徹底等の基本的な感染予防対策の徹底など感染予防のための啓発、情

報提供の強化を図ること。 

・ 学生等に対して、発熱した場合等における受診等に係る情報（例えば、まずは

身近な医療機関又は受診・相談センターに電話で相談する等）の提供を行うとと

もに、感染が疑われる学生等に対して速やかに検査が受けられるよう取り組むこ

と。 

・ クラスター感染が発生した場合の保健所・大学等間の迅速な情報共有を図るこ

と。 

・ 大学等から感染症対策に係る相談があった場合に、必要な助言、情報提供等を

行うこと。 

 等の取組を推進していただくよう、お願いいたします。 

  なお、今般の提言を受け、文部科学省から各大学等の高等教育機関に対しても、

感染リスクを高める行動への注意徹底、「感染リスクが高まる「５つの場面」」等の

学生等に対する改めての周知・啓発などについて要請を行うこととしていますので、

申し添えます。 

 

＜参考＞ 

  ・感染リスクが高まる「５つの場面」 

  ・新型コロナウイルス感染症 啓発資料・リーフレット・動画 

 

https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_20201102.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_4

